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説明・意見要旨

１．司法書士の活動領域について

（１）司法書士法に定める業務範囲 ・・・・・・・・・・・・・ （資料１）

現行司法書士法において定められている司法書士の業務範囲

① 登記手続代理業務

② 供託手続代理業務

③ 法務局に提出又は提供する書類又は電磁的記録の作成業務

④ 登記又は供託に関する審査請求手続代理業務

⑤ 裁判所、検察庁に提出する書類又は電磁的記録の作成業務

⑥ 筆界特定手続に関する法務局に提出又は提供する書類又は電磁的記録

の作成業務

⑦ 上記①から⑥までの事務に関する相談業務

⑧ 簡易裁判所における手続に関する以下の代理業務

・ 訴額が１４０万円までの民事訴訟

・ 請求の目的の価額が１４０万円までの和解手続、支払督促手続

・ 本案の訴訟の目的の価額が１４０万円までの証拠保全手続、民事保全

手続

・ 調停を求める事項の価額が１４０万円までの民事調停手続

・ 少額訴訟債権執行手続

⑨ 民事紛争であって紛争の目的の価額が１４０万円までの相談、仲裁事件

手続もしくは裁判外和解の代理業務

⑩ 通常得られることとなる利益の額が１４０万円以内の筆界特定手続に

関する相談及び代理業務

・上記業務範囲のとおり、司法書士の活動領域は、登記業務及び簡裁訴訟代

理関係業務等、国民が日常生活を送る上で発生する多様で身近な法的問題

への対処業務を中心とするものであると言える。

・当連合会は、「登記を含めた身近な法律問題に対応する信頼の相談窓口とし

て、さらに、それらの問題に関する紛争の予防と困り事の解決に対応でき

る『国民の身近なくらしの法律家』」として、司法書士制度を今後さらに充

実発展させるべく努力しているところである。
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（２）現在の司法書士制度の概要

①司法書士人口及びその推移 ・・・・・・・・・・・・・・ （資料２）

・司法書士人口は、平成２３年４月１日現在２０３１３名であり、最近で

は毎年約５００名前後の増加傾向にある。

②司法書士等の全国分布 ・・・・・・・・・・・・・・・・ （資料３）

・司法書士の簡易裁判所カバー率は、９８．９％であり、市区町村カバー

率は７７．３％である。

③司法書士試験出願者数・合格者数・合格率 ・・・・・・・ （資料４）

・司法書士試験合格者数は、平成２２年は８７９名であり、その合格率は

２．８０％である。なお、毎年の出願者数は３万人を超えている。

④司法書士特別研修修了者数・考査認定者数とその推移 ・・ （資料５）

・いわゆる「認定司法書士」としての資格を有する会員は、平成２３年９

月１日現在１３７７１名であり、毎年約１０００名ずつ増加し、全司法

書士中の割合は、約６７％となっている。

⑤司法書士取扱事件数の推移 ・・・・・・・・・・・・・・ （資料６）

・司法書士受託事件数は、不動産及び商業登記事件を中心としている傾向

は変わらないが、平成２０年以降は簡裁訴訟代理関係業務が商業登記業

務と肩を並べるほどの中核業務となりつつある。

⑥簡易裁判所における新受事件数・本人訴訟率等の推移 ・・ （資料７）

・簡易裁判所における新受事件数は、平成１８年以降飛躍的に増加し、

６２万件を超える状況が続いている。

・簡易裁判所における双方本人の訴訟率は、従来の９０％程度から、司法

書士が簡易裁判所訴訟代理権を取得した以降減少を続け、平成２２年に

は約５６％程度となっており、簡易裁判所における訴訟形態に大きな変

化が見られる。

⑦成年後見事件に対する司法書士の関与 ・・・・・・・・・ （資料８）

・成年後見等開始事件における司法書士の第三者専門職後見人としての就

任数は増加傾向を維持し、最も多くなっている。

⑧司法書士研修制度の概要 ・・・・・・・・・・・・・・・ （資料９）

・司法書士界の組織を挙げて取り組んでいる司法書士研修制度は、新人研

修においては自らの後輩は自らが育てようとのコンセプトの下、すでに

２５年近くの実績がある。

・既存会員研修制度は、実務や倫理に関する研修を連合会、ブロック会、

全国５０の司法書士会それぞれが中核事業として取り組んでいる。その

他の司法書士会支部や任意研究団体等の研修を含めれば、専門職として

の研修機会提供数レベルはトップクラスであると自負している。
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⑨司法書士特別研修 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ （資料 10）

・法務大臣からの指定を受けた当連合会が運営・実施しており、約１ヶ月

にわたり、１００時間の研修を行っている。

⑩研修事業及び特別研修の予算 ・・・・・・・・・・・・・ （資料 11）

・研修事業は全て会員の会費及び受講生の負担金によりまかなわれており、

当連合会における研修事業予算は年間約５億円であり、特別研修は年間

約２億円である。

２．司法書士から見た現在の法曹養成制度の評価について

・ いわゆる適性試験、法科大学院教育、司法試験、司法修習を有機的に連

携させ、質・量ともに豊かな法曹を養成するという新たな法曹養成制度に

関しては、当連合会は、司法制度改革論議の中で賛意を表し、現在におい

てもその認識に変更はない。

・ 上記「質」と「量」につき、司法制度改革審議会の意見書においては、

一定の意味内容が提示されたが、昨今、様々な事象の出現によって、その

意味内容が不明確なものとなってきていると感じる。

特に、弁護士の「質」については、我が国に存在する他の「法律家群」

の存在をも考慮しつつ、“特に複雑困難な事件に対応できる専門的で豊かな

法的素養を有する法律家”とすることも一つの考え方である。

一方、市民に身近な法的問題の処理は、司法書士の機能を十分に発揮さ

せることにより解決できる状況を作出するならば、その役割分担は客観的

に明確なものとなり、「量」の問題も自ずとその目標値が明確になると考え

られる。

・ 次に、「法曹の養成制度に関する制度の在り方」に関連し、特に「弁護士

と司法書士の役割分担とその連携」について、具体的な提案も含め、若干

の意見を申し述べる。

前述したとおり、司法書士は、国民の日常生活において発生する多様な

法的問題を処理するという特性を有し、かつ、弁護士よりも格段に全国に

均在している。この「弁護士よりも格段に全国に均在している」司法書士

の状況は、弁護士人口が飛躍的に増加した今日であってもそれほど大きな

変化はみられない。

司法書士の民事訴訟代理権は、簡易裁判所における一定範囲の事件に限

定されており、簡易裁判所の判決後、依頼者が控訴を望み、かつ、控訴審

において代理訴訟を望む場合は、司法書士が近在の弁護士を依頼者に紹介

して、それまでの事件の経緯等を当該弁護士に説明し、当該事件をバトン
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タッチすることが多い。さらに、簡易裁判所以外の裁判所において本人訴

訟を望まない依頼者に対しても、地元弁護士を紹介することは日常茶飯で

ある。

従来から、個々の司法書士において、近在する知り合いの弁護士に事件

を紹介することが行われているが、「弁護士の紹介」を組織的に行うことも

今後考えられるべきである。特に、弁護士過疎地域や大都会においては、

連携先を捜すことが困難な場合もあり、国民の司法アクセスの適切な確保

に上記連携の組織的対応は有効な手段であると考えられる。

司法書士が、全国に均在しているその特性を生かして各地の現場におい

て市民に身近な事件の相談窓口となり、当該事件を司法のレールに載せる

とともに、当該事件処理が市民にとって十分満足できるよう、弁護士と司

法書士の連携は必要であるし、可能であると考える。

なお、司法書士が当該事件を司法のレールに載せるためには、その端緒

となる相談活動の充実がまず必要となり、身近な事件に的確に対応できる

相談業務の充実のための司法書士制度の進展も是非とも検討していただき

たい。法の光を社会の隅々にまで当てるために、そして国民にとって身近

な法律家としての役割をさらに果たすために、司法書士の機能を充実させ

つつ、弁護士と司法書士の役割分担とその連携を論点とした上で、弁護士

の「質と量」をご検討いただきたいと考える。

以上

資料２



司法書士法＜抜粋＞

（業務）

第三条 司法書士は、この法律の定めるところにより、他人の依頼を受けて、次に掲げる事務

を行うことを業とする。

一 登記又は供託に関する手続について代理すること。

二 法務局又は地方法務局に提出し、又は提供する書類又は電磁的記録（電子的方式、磁気

的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、

電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第四号において同じ。）を作成する

こと。ただし、同号に掲げる事務を除く。

三 法務局又は地方法務局の長に対する登記又は供託に関する審査請求の手続について代

理すること。

四 裁判所若しくは検察庁に提出する書類又は筆界特定の手続（不動産登記法（平成十六年

法律第百二十三号）第六章第二節の規定による筆界特定の手続又は筆界特定の申請の却下

に関する審査請求の手続をいう。第八号において同じ。）において法務局若しくは地方法

務局に提出し若しくは提供する書類若しくは電磁的記録を作成すること。

五 前各号の事務について相談に応ずること。

六 簡易裁判所における次に掲げる手続について代理すること。ただし、上訴の提起（自ら

代理人として手続に関与している事件の判決、決定又は命令に係るものを除く。）、再審及

び強制執行に関する事項（ホに掲げる手続を除く。）については、代理することができな

い。

イ 民事訴訟法（平成八年法律第百九号）の規定による手続（ロに規定する手続及び訴え

【資料１】
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の提起前における証拠保全手続を除く。）であつて、訴訟の目的の価額が裁判所法（昭

和二十二年法律第五十九号）第三十三条第一項第一号に定める額を超えないもの

ロ 民事訴訟法第二百七十五条の規定による和解の手続又は同法第七編の規定による支

払督促の手続であつて、請求の目的の価額が裁判所法第三十三条第一項第一号に定める

額を超えないもの

ハ 民事訴訟法第二編第四章第七節の規定による訴えの提起前における証拠保全手続又

は民事保全法（平成元年法律第九十一号）の規定による手続であつて、本案の訴訟の目

的の価額が裁判所法第三十三条第一項第一号に定める額を超えないもの

ニ 民事調停法（昭和二十六年法律第二百二十二号）の規定による手続であつて、調停を

求める事項の価額が裁判所法第三十三条第一項第一号に定める額を超えないもの

ホ 民事執行法（昭和五十四年法律第四号）第二章第二節第四款第二目の規定による少額

訴訟債権執行の手続であつて、請求の価額が裁判所法第三十三条第一項第一号に定める

額を超えないもの

七 民事に関する紛争（簡易裁判所における民事訴訟法の規定による訴訟手続の対象となる

ものに限る。）であつて紛争の目的の価額が裁判所法第三十三条第一項第一号に定める額

を超えないものについて、相談に応じ、又は仲裁事件の手続若しくは裁判外の和解につい

て代理すること。

八 筆界特定の手続であつて対象土地（不動産登記法第百二十三条第３号に規定する対象土

地をいう。）の価額として法務省令で定める方法により算定される額の合計額の二分の一

に相当する額に筆界特定によつて通常得られることとなる利益の割合として法務省令で

定める割合を乗じて得た額が裁判所法第三十三条第一項第一号に定める額を超えないも

のについて、相談に応じ、又は代理すること。

2
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年度 平成14年 平成15年 平成16年 平成17年 平成18年 平成19年 平成20年 平成21年 平成22年 平成23年

個人 17,097 17,304 17,667 17,735 18,059 18,451 18,877 19,302 19,766 20,313

法人 8 72 107 157 219 278 345 381 434

司法書士会員数の推移（過去１０年間）
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Ａ出願者数 Ｂ合格者数 合格率Ｂ／Ａ

１９８０（昭和５４）年 16,000強 375

８０（ ５５）年 19,783 372 1.90%

８１（ ５６）年 19,309 371 1.90%

８２（ ５７）年 18,793 382 2.00%

８３（ ５８）年 17,789 383 2.20%

８４（ ５９）年 18,105 370 2.00%

８５（ ６０）年 17,906 374 2.10%

８６（ ６１）年 17,932 388 2.20%

８７（ ６２）年 18,123 404 2.20%

８８（ ６３）年 18,014 404 2.20%

８９（平成 元）年 18,234 406 2.20%

９０（ ２）年 18,533 408 2.20%

９１（ ３）年 18,599 408 2.20%

９２（ ４）年 18,339 403 2.20%

９３（ ５）年 18,044 405 2.20%

９４（ ６）年 18,226 440 2.40%

９５（ ７）年 17,682 479 2.70% 356 ( 74.30% ) 123 ( 25.70% )

９６（ ８）年 19,090 504 2.60% 381 ( 75.60% ) 123 ( 24.40% )

９７（ ９）年 21,158 539 2.50% 410 ( 76.10% ) 129 ( 23.90% )

９８（ １０）年 21,475 567 2.60% 467 ( 82.40% ) 100 ( 17.60% )

９９（ １１）年 21,839 577 2.60% 418 ( 72.40% ) 159 ( 27.60% )

２０００（ １２）年 22,715 605 2.70% 472 ( 78.00% ) 133 ( 22.00% )

０１（ １３）年 23,190 623 2.70% 479 ( 77.00% ) 144 ( 23.00% )

０２（ １4）年 25,416 701 2.80% 481 ( 69.00% ) 220 ( 31.00% )

０３（ １５）年 28,454 790 2.80% 591 ( 75.00% ) 199 ( 25.00% )

０４（ １６）年 29,958 865 2.90% 663 ( 77.00% ) 202 ( 23.00% )

０５（ １７）年 31,061 883 2.80% 636 ( 72.00% ) 247 ( 28.00% )

０６（ １８）年 31,878 914 2.90% 647 ( 70.80% ) 267 ( 29.20% ）

０７（ １９）年 32,469 919 2.90% 654 ( 71.20% ) 265 ( 28.80% ）

０８（ ２０）年 33,007 931 2.80% 691 ( 74.20% ) 240 ( 25.80% ）

０９（ ２１）年 32,558 921 2.80% 714 ( 77.50% ) 207 ( 22.50% ）

１０（ ２２）年 33,166 947 2.90% 702 ( 74.10% ) 245 ( 25.90% ）

１１（ ２３）年 31,228 879 2.80% 671 ( 76.30% ) 208 ( 23.70% ）

合格者：男 合格者：女

司法書士試験出願者数および合格者数

【資料４】
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司法書士特別研修 修了認定者数（受講地別）

札幌 64 114 69
函館 19 1 0
旭川 50 1 1
釧路 43 3 0
宮城 62 84 13
福島 58 61 8
山形 57 22 6
岩手 58 18 1
秋田 59 19 2
青森 63 2 1
東京 283 401 477

神奈川 125 145 165
埼玉 121 142 171
千葉 118 141 147
茨城 57 71 12
栃木 58 36 48
群馬 63 95 27
静岡 59 87 81
山梨 57 3 38
長野 108 93 13
新潟 65 83 7
愛知 127 204 171
三重 60 91 11
岐阜 58 86 39
福井 55 6 4
石川 56 47 7
富山 57 8 3
大阪 290 405 457
京都 60 148 114
兵庫 125 230 144
奈良 54 25 12
滋賀 60 23 8

和歌山 56 33 0
広島 121 118 28
山口 58 50 3
岡山 59 91 19
鳥取 49 4 1
島根 53 0 3
香川 58 30 3
徳島 52 11 1
高知 48 13 4
愛媛 57 61 7
福岡 126 199 142
佐賀 52 4 0
長崎 59 24 3
大分 58 40 5
熊本 58 88 64

鹿児島 60 82 18
宮崎 58 23 7
沖縄 63 53 3
計 3,794 3,819 2,568 1,024 1,080 1,072 1,040 1,034 1,005 995

合計

●考査認定者数

H15.7.28 H16.3.1 H16.9.1 H17.9.1 H18.9.1 H19.9.3 H20.9.1 H21.9.1 H22.9.1 H23.9.1
78.9% 77.5% 68.1% 58.9% 61.9% 71.4% 64.7% 59.9% 68.8% 65.9%
3,788 4,403 3,439 1,640 1,565 1,609 1,445 1,493 1,531 1,391

第４回 第５回 第６回 第７回受講地 第１回 第２回 第３回 第８回 第９回

47 48

28 29 29 36

25 24 24 27

406 498 506 462 463 495

311 283 251 278

117 129 115 91 88 88

263 225

69 5360 59 62 66

83 63 85 90

認定率
受験者

98 81

1,148 935 895

17,431

第４回 第５回

966 969

第８回

認定日

第６回 第７回
簡裁訴訟代理
能力認定考査

第１回 第２回 第３回

認定者 2,989 3,413 2,342

79

236

50

近畿と合同

第10回

31

22

483

13,771／20,597（66.8％）
(2011/9/1現在）

94

第10回

917

代理権有会員数

1,053

第９回

【資料５】
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提出会員数 抵当証券の交付

代理申請 代理申請 代理申請

17年 18,006 7,715,446 79,888 4,537 123 2,279 14

18年 18,495 7,642,161 64,516 5,065 53 1,652 18

19年 18,796 7,192,421 59,078 6,835 58 1,583 9

20年 19,381 6,960,175 27,835 3,599 24 1,468 34

21年 19,754 6,646,893 25,830 3,547 22 2,211 0

22年 20,228 6,507,573 23,484 3,440 6 1,349 55

提出会員数

代理申請 代理申請

17年 18,006 1,076,930 11,747 7,917 94 8,597 39

18年 18,495 1,207,017 7,622 7,251 54 8,458 43

19年 18,796 1,077,068 6,258 5,968 131 6,947 64

20年 19,381 915,538 5,298 9,959 189 11,183 89

21年 19,754 836,140 4,902 9,575 30 6,943 53

22年 20,228 782,237 3,586 9,031 50 6,676 34

提出会員数

代理申請

17年 18,006 76,870 26,858 112,189 319 70,183 711 34,611

18年 18,495 72,977 44,609 203,204 362 86,181 572 37,282

19年 18,796 76,312 72,322 413,945 390 77,307 883 32,590

20年 19,381 86,325 91,437 536,622 370 66,289 576 41,984

21年 19,754 91,329 139,903 574,561 353 56,422 404 34,827

22年 20,228 87,205 125,904 511,421 312 45,466 279 44,490

国籍に関
する

書類の作
成

公共嘱託登記
その他の業務

年
（総合計）

裁判書類
作成関係
業務

簡裁訴訟
代理業務

裁判外
和解手続

等

年
（総合計）

登 記

供 託 審査請求商業又は法人の登記 その他の登記

不動産の登記

平成１７年～平成２２年分 取 扱 事 件 数 推 移 表

年
（総合計）

登 記

財団の登記

司法書士による簡裁訴訟代理
等

関係業務取扱事件数の推移
（平成17-22年）

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

160,000

17
年

18
年

19
年

20
年

21
年

22
年

年度

件
数

簡裁訴訟
代理業務

司法書士による裁判書類作成
関係業務取扱事件数の推移

（平成17-22年）

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

17年 18年 19年 20年 21年 22年

年度

件
数

裁判書類作成関係業務

司法書士の裁判外和解手続等
取扱事件数の推移
（平成17-22年）

0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

700,000

17年 18年 19年 20年 21年 22年

年度

件
数

裁判外
和解手続等

※日司連業務報告書より集計。
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簡易裁判所通常民事訴訟における
双方代理事件数の推移 （平成15-22年）

2,073

1,665

2,021

156
296

244242
171212194

293
12012

459

1,804

1,211

806

36

7898101107754
0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22

年度

件
数

原告側弁護士・被告側司法書士 原告側司法書士・被告側弁護士 双方司法書士

※司法統計年報より集計
※少額訴訟から通常移行したものを含む。

簡易裁判所通常民事訴訟事件における
一方代理事件数の推移 （平成15-22年）

83,725

108,738

108,567

125,028

28,16220,029
15,06411,483

50,607

65,101

1,207 8,883

28,905

58,202

73,561

16,747 21,14716,625

13,561

12,760

14,180

10,850 11,587 14,311

4,6733,9122,8521,4391,3731,200238 2,030
0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22

件数

年
度

原告側のみ弁護士 原告側のみ司法書士 被告側のみ弁護士 被告側のみ司法書士

※司法統計年報より集計
※少額訴訟から通常移行したものを含む。

簡易裁判所における通常訴訟総事件数
本人訴訟事件数・本人訴訟率 （平成12-22年）

301,185 303,927 314,623
347,851 356,718

461,128

537,626

622,492 624,443

397,244
350,398

386,833

337,076
369,539

327,733

269,904 273,019 285,089
306,213 304,055 298,835

308,590

63.8%

56.1%

68.7%71.1%

89.6% 89.8% 90.6% 90.8%87.4%
83.7%

79.7%

0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

700,000

H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22

年度

件
数

50.0%
55.0%
60.0%
65.0%
70.0%
75.0%
80.0%
85.0%
90.0%
95.0%
100.0%

総事件数 本人訴訟事件数 本人訴訟率

※司法統計年報より集計
※少額訴訟から通常移行したものを含む。
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成年後見人等と本人との関係
最高裁公表資料『成年後見関係事件の概況』引用

（注）後見開始、保佐開始及び補助開始事件のうち、認容で終局したものを対象。

平成２２年
法人
961
3%

知人
140
0%

その他
816
3%

子
8,225
29%

兄弟姉妹
2,507
9%

その他親族
3,127
11%

弁護士
2,918
10%

司法書士
4,460
16%

社会福祉士
2,553
9%

配偶者
1,632
6%

親
1,267
4%

平成２１年 知人
136
1%

その他
648
3%

法人
682
3%社会福祉士

2,078
8%

司法書士
3,517
13%

弁護士
2,358
9%

その他親族
2,824
11%

兄弟姉妹
2,523
10%

子
7,969
30%

親
1,308
5%

配偶者
1,765
7%

平成２０年 法人
487
2%

知人
132
1%社会福祉士

1,639
7%司法書士

2,837
11%

弁護士
2,265
9%

その他親族
2,803
11%

兄弟姉妹
2,741
11%

子
8,115
32%

親
1,547
6%

配偶者
1,894
8%

その他
504
2%

【資料８】
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平成 24年 1 月 31 日

司法書士研修制度の概要

日本司法書士会連合会

１．司法書士研修制度の概要

司法書士研修制度は、昭和 53 年司法書士法改正を契機として界内に高まった組織

研修の必要性への認識を背景に、平成 8 年度定時総会において決定した「司法書士研

修制度基本要綱」のもと、会員研修と新人研修（ブロック会における研修、各司法書

士会における研修、新入会員中央研修）を体系化したものである。

現在、同制度は、司法書士法 25 条、連合会会則 68 条・69 条、日司連会員研修規

則、日司連会員研修実施要領、日司連新人研修規則、日司連新人研修実施要領等に基

づき実施している。

司法書士研修は、すでに司法書士会に入会した会員の資質の向上を目的とする『会

員研修』と、司法書士試験合格者を中心とした司法書士有資格者に対する『新人研修』、

司法書士法第 3条第 1項第 6 号乃至第 8号の業務（以下「簡裁訴訟代理等関係業務」

という。）の資格取得のための『特別研修』（法務大臣指定研修）の３本柱から成り

立っており、すべて日本司法書士会連合会が司法書士会会員の会費により自主的に実

施している。

２．研修の内容

司法書士研修は(1)会員研修(2)新人研修(3)特別研修の３種類に大別される。【別紙

①】

（１）会員研修

会員研修は、全国の司法書士会会員を対象に継続して研修受講の義務を課すもの

であり、1年間に最低 12単位（12時間）を履修しなければならない「単位制研修」

と、倫理研修を主たる内容とする「年次制研修」とを軸に実施している。

年次制研修は倫理を中心に、全会員が 5 年に 1 回は受講しなければならない義務

研修であり、登録・入会後満 3 年、以後満 5 年ごとに該当する会員が受講対象とな

る。連合会・ブロック会又は司法書士会が集合形式により実施するほか、数名から

15 名程度のグループに分かれ、テーマにそったグループディスカッションを行う。

なお、受講対象でありながら何の報告もなく、また正当な事由なく受講しなかった

場合には、段階的に、所属会の会長からの連絡、指示ないしは会長指導、注意勧告

などの手続に付される。

平成22年度からは6年目に入り全会員が一度は受講対象となったことを契機に、

同研修を受講したくてもこれまで健康上の理由又は同居の親族等の療養看護のた

め参加できなかった会員のために代替研修制度を設けた。平成 22 年度における年

【資料９の１】
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次制研修の受講者は 3,620 名（対象者 4,613 名）であり、うち代替研修による修了

者は 27 名であった。年次制研修全体の受講率は 81.0％である。

一方、単位制による会員研修の研修方式は、集合形式による「研修」、集合形式

によらなくても実施できる「視聴通信研修」「課題通信研修」の 3 類型に定義され、

多様化する会員からの要望への対応を図っている。平成 23 年度における日本司法

書士会連合会主催の会員研修会の概要は【別紙②】のとおりである。

また、単位制研修における研修単位管理及び研修会情報の検索の便に供するた

め、平成 15 年より日司連研修情報システムを導入し、平成 23年 4 月より全面的に

更改した。全国の司法書士会、ブロック会、会員が利用し、現在に至っている。

なお、平成 19 年度からは、全国の会員がより多くの研修情報を得、すべての地

域レベルで資質の向上・維持を図るため研修環境を整備し、「研修ライブラリ」と

称するビデオオンデマンドの配信を開始した。研修ライブラリにはこれまで実施し

た研修会のＤＶＤと資料を中心に、常時約 150 本以上の講義が配信され、会員に無

料で提供されている。これに加え、平成 23 年度より e ラーニングシステムを導入

し、会員研修や新人研修に利用するべく検討を進めている。平成 24 年度からの公

開を目指しており、e ラーニング研修が実施されれば、会員は「いつでも」「どこ

でも」「何度でも」質の高い研修を受けることができることになる。

（２）新人研修

中央新人研修（集合研修：1 週間）、地域ブロック新人研修（集合研修：1 週間）、

司法書士会研修（事務所配属研修：6 週間以上）の合計２か月間の研修である。

新人研修は平成元年度より新入会員を対象とした組織的研修として開始したが、

平成８年度からは未登録者を含む新人中央研修として実施されている。なお、平成

22 年度試験合格者の平成 22 年度中央新人研修受講率は 90.4％(880 名／948 名)で

ある。

各新人研修の意義については、以下のとおりである。

① 中央新人研修は、職責と社会的使命を自覚するとともに、法律に関する理論と

実務を身につけることを目的として実施しており、学者、弁護士、司法書士等が

講師を務めている。

② 地域ブロック新人研修は全国を 8 ブロックに分け、司法書士の実務を具体的に

提示し、職責に堪えられるよう資質の向上を図ることを目的として、司法書士講

師を中心に実施している。

③ 司法書士会研修は、いわゆる「配属研修」であり、司法書士事務所において日

常の執務を経験することにより、司法書士の適正な執務姿勢と処理能力を習得す

ることを目的として実施している。

（３）特別研修

法務大臣が指定した研修の実施機関として日本司法書士会連合会が行う研修で

ある。基本講義、グループ研修、ゼミナール、裁判所での法廷傍聴や講義による実
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務研修・模擬裁判等 100 時間（１ヵ月余）※をかけて実施される。簡裁訴訟代理等

関係業務を行うための資格を取得する法務大臣の認定考査を受けるためには必須

の研修である。平成 22 年度までに 10 回開催しており、修了者数の合計は 17,431

名、代理権を有する会員数の割合は 66.8％（13,764 名／20,597 名 平成 23 年 9

月 1 日現在）となった。

※参考／特別研修講義時間の内訳〔第 11回特別研修〕

基本講義(集合) 12 時間

グループ研修 37 時間

ゼミナール 18 時間

実務研修〔法廷傍聴〕 16 時間

模擬裁判 13 時間

総合講義(集合) 4 時間

合計 100 時間

３．研修制度に関連する予算と運営

日本司法書士会連合会が実施する研修事業費特別会計決算額の合計は約5億3千万

円であり（平成 23 年度）、すべて全国の司法書士から徴収する会費と受講料で賄わ

れている（ただし、特別研修にかかる予算を除く）。また、日本司法書士会連合会内

に司法書士により組織された「司法書士中央研修所」（所員 40 名、創設／昭和 55年

10 月）を設置して、各研修を企画・運営するほか研修制度についての研究を行って

いる。

４．地域における研修

各ブロック会・全国の司法書士会においても、それぞれの組織が運営主体となり、

司法書士会員から徴収する会費をもとに独自に研修事業を実施している。
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研 修 会 テーマ 日 程 場 所 定員

年次制研修
（集合研修）

司法書士倫理 平成２３年７月２３日（土） 日司連ホール ８０名

業務研修会
「訴訟法分野①－民事裁判

編」
要件事実と事実認定 平成２３年９月１７（土）～１９日（月）

コスモスクエア国際交流
センター（大阪市）

８０名

業務研修会
「登記法分野」

相続登記再考 平成２３年１０月１５日（土）～１６日（日）
ＴＫＰ名古屋駅前

カンファレンスセンター
１２０名

業務研修会
「民事法分野」

担保物権再考 平成２３年１１月１２日（土）～１３日（日）
第一セントラルビル

（岡山市）
１２０名

業務研修会
「訴訟法分野②－民事弁護

編」
主張と立証 平成２４年１月７日（土）～９日（月）

コスモスクエア国際交流
センター（大阪市）

８０名

第２６回中央研修会 司法書士法改正大綱 平成２３年１２月３日（土） 日司連ホール １００名

ライブラリ研修
（研修情報システム掲載用）

①企業法務分野
②民事法分野

①平成２３年７月１１日（月）※収録のみ
②平成２４年１月２０日（金）※収録のみ

日司連ホール

臨時研修会 震災対応研修等 未定

中央新人研修前期日程
(東会場）

つくば国際会議場 ５００名

中央新人研修前期日程
(西会場）

平成２３年１２月１９日（月）～２１日（水） 神戸国際展示場 ５００名

中央新人研修後期日程（各
Ｂ）

平成２４年１月２３日（月）～２６日（木） 各ブロック会場 －

【第４講】 東：平成２３年８月２７日（土）～２８日（日）

【第４講】 西：平成２３年８月２０日（土）～２１日（日）

【第５講】平成２３年９月１７日（土）～１８日（日）

【第６講】平成２３年１０月８日（土）～１０月９日（日）

【第１講】平成２３年１１月５日（土）～１１月６日（日）

【第２講】平成２３年１１月１９日（土）～１１月２０日
（日）

【第３講】平成２３年１２月１７日（土）～１２月１８日
（日）

平成２３年度 連合会研修事業の予定について

第１回司法書士講師養成講座

特別研修チューター養成のための
連続講座

東：日司連ホール
（第４講のみ主婦会館）
西：大阪・梅田スカイビル

８０名

第２回司法書士講師養成講座
東：日司連ホール
西：大阪・梅田スカイビル ８０名

【資料９の２】
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第１０回司法書士特別研修
研修方式 実施日程・時間 研修会場 講師

基本講義

訴訟代理人としての自覚を醸成す
る課目、その後の研修の前提とし
て必須な課目を習得することを目
的とする。具体的には、憲法、訴
訟代理人としての倫理・専門家責
任、簡易裁判所における民事事件
に特有な事項、事実認定、立証等
に関する講義を行う。

ビデオ視聴 １２時間 各会場

大学教授・弁護
士・裁判官または
裁判所書記官研修
所教官

グループ研修

与えられた事例課題及び提出起案
の作成について、ゼミナール、模
擬裁判及び総合講義の効果的受講
のために必要な予習を行うことを
目的とする。具体的には、訴状、
答弁書、準備書面及び証拠申出書
等の作成や事例に関する討議等を
行う。

１０名から１５名
程度までのグルー
プを構成し、
チューターを中心
とした自主的な研
修

グループ研修Ⅰ
（２１時間）
グループ研修Ⅱ
（１６時間）

各会場

ゼミナール

簡易裁判所における訴訟代理人と
して活動するために必要な実践的
知識及び能力を習得することを目
的とする。具体的には、要件事実
に関する講義を踏まえて、不動産
訴訟及び金銭訴訟に関する事例研
修等を行う。

30名程度でのゼミ
ナール方式

１８時間
（６時間×３日）

各会場 弁護士

実務研修

簡易裁判所に係属している現実の
事件に関する研修を通して、これ
までの研修日程において得た知識
または能力を、さらに実践的なも
のとすることを目的とする。具体
的には、法廷傍聴、簡易裁判所に
おける基本事務や簡易裁判所特有
の法廷活動等に関する講義等を行
う。

法廷傍聴・講師に
よる説明及び質疑
応答

１６時間

地方裁判所本庁所
在地の簡易裁判所
／講義については
簡易裁判所近隣会
場の場合あり

裁判官または裁判
所書記官

模擬裁判

実際に訴訟代理人や裁判官等の役
割を体験することで、訴訟代理人
としての実践的な知識と能力を習
得することを目的とする。具体的
には、金銭訴訟及び不動産訴訟に
関する模擬裁判等を行う。

受講者を配役した
模擬裁判

１３時間
（７時間,６時間）

各会場 弁護士

総合講義

実務を遂行する上で役立つ重要事
項の習得を目的とする。具体的に
は、訴訟代理人としての倫理、訴
訟代理人として事件受任から終結
に至るまでの全般にわたって必要
な意識や自覚等に関する講義を行
う。

講師からの質問に
受講者が応答する
方式

最終日に４時間 各会場 弁護士

位置付け及び研修内容

【資料１０】
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収入の部 △は減を示す（単位 千円）

科 目 予算額 ％ 前年度予算額 増 減 備 考

会 費 収 入 161,850 30.36 193,920 △ 32,070 800円×20,750名×3月 600円×20,750名×9月

負担金収入 86,121 16.15 92,379 △ 6,258 中央・ﾌﾞﾛｯｸ新人研修、会員研修負担金他

特定預金取崩収入 80,000 15.01 80,000 0 〔財務調整積立預金〕

研修基金取崩 100,000 18.76 0 100,000

雑 収 入 500 0.09 500 0 受取利息・出展料他

当 期 収 入 428,471 80.37 366,799 61,672

前 期 繰 越 104,671 19.63 115,731 △ 11,060

収 入 合 計 533,142 100.00 482,530 50,612

支出の部 △は減を示す（単位 千円）

科 目 予算額 ％ 前年度予算額 増 減 備 考

Ⅰ 研修事業費 301,150 56.49 348,500 △ 47,350

１．新人研修費 188,000 35.26 190,200 △ 2,200

（１）中央新人研修費 80,000 15.01 60,200 19,800 東西会場費他

（２）ブロック新人研修 70,000 13.13 77,000 △ 7,000 ﾌﾞﾛｯｸ新人研修実施委託費

（３）司法書士会新人研修費 25,000 4.69 37,000 △ 12,000 配属研修費

（４）新人研修受講者等傷害保険費 4,000 0.75 4,000 0 中央・ﾌﾞﾛｯｸ・配属研修障害保険料

（５）ブロック新人研修実施対策費 9,000 1.69 12,000 △ 3,000 ブロック新人研修実行委員長会議，ブロック新人研修教材改訂費等

２．会員研修費 113,150 21.22 158,300 △ 45,150

（１）年次制研修会費 5,800 1.09 5,800 0

（２）中央研修会費 7,500 1.41 7,500 0

0 0.00 9,200 △ 9,200 地域開催一般業務研修会費

0 0.00 7,800 △ 7,800 専門分野修得ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ研修費

（３）臨時研修会 21,000 3.94 52,000 △ 31,000 震災対応研修他

（４）司法書士講師養成講座 33,000 6.19 21,300 11,700

（５）消費者問題対応実務ｾﾐﾅｰ費 7,000 1.31 13,900 △ 6,900

（６）業務研修会 26,850 5.04 28,800 △ 1,950 ①業務研修会（登記法分野）

②業務研修会（民事法分野）

③業務研修会（訴訟法分野-民事弁護編-）

④業務研修会（訴訟法分野-民事裁判編-）

⑤業務研修会（研修ライブラリ掲載研修）

（７）メディア活用費 12,000 2.25 12,000 0 研修ﾗｲﾌﾞﾗﾘ維持管理費，DVD制作費等

Ⅱ 研修所運営費 31,030 5.82 36,880 △ 5,850

１．会議費 24,650 4.62 30,200 △ 5,550 所員会議，正副所長会議，新人部会・会員部会・制度研究部会会議

２．所員手当 5,880 1.10 5,880 0

３．研修所渉外費 500 0.09 800 △ 300

Ⅲ 研修助成費 20,750 3.89 20,200 550

１．研修助成費 20,750 3.89 20,200 550 ﾌﾞﾛｯｸ助成金（1,000円×20,750(見込））

平成２３年度 研修事業特別会計収支予算書

(平成２３年４月１日～平成２４年３月３１日)

【資料１１の１】
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支出の部 △は減を示す（単位 千円）

科 目 予算額 ％ 前年度予算額 増 減 備 考

Ⅳ 研修推進費 59,700 11.20 59,600 100

１．研修常務費 2,000 0.38 2,500 △ 500

２．全国研修担当者協議会 7,000 1.31 6,000 1,000 １日日程 司法書士会・８ブロック会担当者

３．会員研修対策費 42,300 7.93 48,400 △ 6,100 新研修情報システム維持管理費，改善費，e-ﾗｰﾆﾝｸﾞｼｽﾃﾑ導入検討

４．配属研修対策費 300 0.06 500 △ 200 司法書士会（配属）研修修了証発行費

５．新人研修対策費 7,900 1.48 1,500 6,400 新人研修効果測定費(ｱﾝｹｰﾄ集計分析等）

６．研修制度対策費 200 0.04 200 0 ホームページ更新費等

0 0.00 500 △ 500 調査研究費

Ⅴ 繰 出 金 100,000 18.76 0 一般会計へ（研修基金取崩分）

Ⅵ 諸 雑 費 3,000 0.56 4,000 △ 1,000

１．諸 雑 費 3,000 0.56 4,000 △ 1,000 通信費・振込手数料・消費税等

Ⅶ 予 備 費 17,512 3.28 13,350 4,162

当 期 支 出 合 計 533,142 100.00 482,530 50,612
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（収入の部） △は減を示す（単位 千円）

科 目 予算額 ％ 第９回（予算） 増 減 備 考

１．繰入金 200,000 98.60 205,000 △ 5,000 特別研修事業特別会計より繰入れ

２．聴講料 200 0.10 400 △ 200 20,000円×10人

３．教材費 250 0.12 500 △ 250 5,000円×50人

４．副教材費 2,340 1.15 2,340 0 2,000円×1,170冊

５．雑収入 50 0.02 50 0 普通預金受取利息

当期収入合計 202,840 100.00 208,290 △ 5,450

前期繰越収支差額 0 0.00 0 0

収 入 合 計 202,840 100.00 208,290 △ 5,450

（支出の部） △は減を示す（単位 千円）

科 目 予算額 ％ 第９回 増 減 備 考

１．講師謝礼 81,200 40.03 81,900 △ 700 地方講師・チューターの講師費用

２．会場費 60,000 29.58 60,000 0

３．運営費 25,204 12.43 24,404 800 運営スタッフ費用（７地区）

４．教材作成費 12,920 6.37 12,920 0 日弁連法務研究財団への委託費、教材印刷発送費

５. 講義VTR作成費 0 0.00 5,500 △ 5,500

６．資料検討会費 2,000 0.99 3,000 △ 1,000 講師用

７．案内印刷・発行費 700 0.35 700 0

８．会議費 9,480 4.67 11,230 △ 1,750 特別研修部会開催費、打合せ会議費、教材委員会会議費、

チューター研修会開催費等

９. 副教材費 2,340 1.15 2,340 0

10. 受講者傷害保険費 1,300 0.64 1,500 △ 200

11．諸雑費 1,000 0.49 1,000 0 振込手数料等

12. 修了証明書発行手数料 3,000 1.48 3,000 0

13. 予備費 3,696 1.82 796 2,900

当期支出合計 202,840 100.00 208,290 △ 5,450

第10回特別研修収支予算（案）

司法書士法第３条第３項の指定を受けたときに成立する予算

【資料１１の２】
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